
第５６２５号 令和６年７月２日 

 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

 

目        次 

  

◇ 告  示  

 

 

ページ 

 

〇 北九州市市税条例の規定による申告等の期限に係る期日の指定【財政

・変革局税務部税制課】 ２ 

〇 指定納付受託者の指定【都市ブランド創造局自然史・歴史博物館普及

課】 ３ 

  

◇ 公  告 

  

〇 開発行為に関する工事の完了【都市戦略局計画部開発指導課】 

４ 

〇 現金領収帳の無効【戸畑区役所コミュニティ支援課】 

５ 

  

 

 

1



北九州市告示第３０２－２号 

 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）第８条第１項の規定

により、令和６年北九州市告示第１４－２号において別に告示で定めることと

されている期日のうち、下記に掲げる地域に住所若しくは居所又は主たる事務

所若しくは事業所を有する者に係るものについては、その期限が令和６年１月

１日から同年７月３０日までの間に到来するものについて、下記のとおり指定

する。 

  令和６年６月２７日 

            北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する地域 

都道府県名 地 域 

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、

能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北

郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 

富山県 富山県 

２ 指定する期日 

対象となる期限 指定する期日 

令和５年度分の普通徴収に係る個人の市

民税の第４期及び令和６年度分の普通徴

収に係る個人の市民税の第１期に係る納

期限 

令和６年９月２日 

令和５年度分及び令和６年度分の給与所

得に係る個人の市民税の特別徴収税額の

納入の期限 

令和６年８月１３日 

令和５年度分の固定資産税及び都市計画

税の第４期並びに令和６年度分の固定資

産税及び都市計画税の第１期に係る納期

限 

令和６年７月３１日 

令和６年度分の軽自動車税の納期限 令和６年７月３１日 

上記以外の申告等に関する期限 令和６年７月３１日 
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北九州市告示第３０７号 

 北九州市立自然史・歴史博物館入館料の納付について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を

指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年７月２日 

北九州市長 武 内 和 久 

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

インタセクト・

コミュニケーシ

ョンズ株式会社 

東京都千代田区

神田小川町三丁

目１番地 

令和６年６月６

日 

令和６年６月６

日から令和７年

３月３１日まで 

 

3



北九州市公告第４９０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年７月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の 

名称 
開発行為者 

北九州市八幡東区平野三丁目２７０

番２７から２７０番３０まで、４６

０番６８及び４６０番６９ 

北九州市八幡東区平野二丁目１１

番１号 

株式会社スピナ 

代表取締役 岡村卓也 

北九州市小倉南区蜷田若園三丁目７

５８番１及び７５８番１０から７５

８番２８まで 

北九州市小倉北区明和町９番１号 

株式会社海王 

代表取締役 竹下晃平 
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北九州市公告第４９１号 

 次の現金領収帳は紛失したので、公告の日から無効とする。 

  令和６年７月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 紛失した物 

  現金領収帳 １冊（Ｎｏ.４９２８） 

２ 様式 

  現金領収帳の様式 別紙のとおり 

３ 紛失が判明した年月日 

  令和６年６月２２日 

４ 紛失場所 

  北九州市戸畑区小芝二丁目１番４号 

  北九州市立沢見市民センター事務室内 
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別紙

（表紙） （１枚目）

（２枚目） （裏面）


